
ステップ１  ＮＰＯを知る 

Ｑ１ ＮＰＯとはなんですか？ 

ＮＰＯとは、“Ｎon-Ｐrofit Ｏrganization” の頭文字をとった言葉であり、日本語では、「非営利組

織」や「民間非営利団体」と訳されます。株式会社など「営利」を目的とする組織とは異なり、営利を目的と
．．．．．．

しない
．．．

組織のことをさします。 

Ｑ２ 営利を目的としない
．．．．．．．．．

とはどういうことですか？ 

「営利を目的としない
．．．．．．．．．

」とは、活動によって得た利益を構成員で配分しないということを意味します。団体

の活動で収益があった場合には、人件費や消耗品費、交通費などの必要経費に充て、さらに剰余金（利益）が

生じた場合、構成員（社員、正会員など）で分けず、次年度の事業に使います。「営利を目的としない
．．．．．．．．．

」とは、

無償でサービス等を行わなければならないという意味ではありません。 

Ｑ３ ＮＰＯとボランティアはちがうのですか？ 

 一般的にボランティアとは、よりよい社会づくりのために、個人
．．

が自らすすんで行う活動で、多くは金銭的

な見返りを求めないものと言われています。 

 これに対しＮＰＯとは、「よりよい社会づくりのために活動を行う組織
．．

」のことをさします。ここで「組
．

織
．
」とは、規約をもち、役員などの組織体制を整えて活動を行う団体をさします。 

Ｑ４ ＮＰＯとＮＧＯはちがうのですか？ 

ＮＧＯとは、“Ｎon-Ｇovernmental Ｏrganization”の略で「非政府組織」と訳されます。特に国際交流や

国際協力の組織をさすことが多く、非営利（営利を目的としない）でかつ非政府（＝民間）の組織をさします。

従って同じ組織であっても、組織の形態のうち、非営利を強調すればＮＰＯ、非政府を強調すればＮＧＯとな

ります。 

Ｑ５ ＮＰＯ法（特定非営利活動促進法）はどうしてできたのですか？ 

 平成７年１月 阪神・淡路大震災が発生し、この震災では、市民のボランティア活動が大きな力を発揮しまし

た。また、当時、市民団体による福祉やまちづくりなどの地域の課題への取り組みも広がりを見せていました。 

 このような市民の自主的・自発的な活動を活性化するための環境整備として、それまでの社団法人や財団法

人とは違った、より簡便に法人格を得ることのできる法人制度が必要とされました。 

 その結果、平成１０年３月議員立法により成立したものが「ＮＰＯ法（特定非営利活動促進法）」です。 

 なお、平成２０年にはさらに簡便に営利を目的としない団体の法人格を取得できる制度として「一般社団法

人及び一般財団法人に関する法律」が制定されました。詳しくはＱ２４をご覧ください。



Ｑ６ ＮＰＯ法人とはなんですか？ 

 ＮＰＯ法人とは、ＮＰＯ法（特定非営利活動促進法）が定めた要件によって設立された、不特定かつ多数の

ものの利益のために活動する団体のことです。法務局の登記をもって成立し、税金を払わなければならない場

合もあります。 

 ＮＰＯ法人を設立するためには、その団体が、ＮＰＯ法（特定非営利活動促進法）の要件を満たしているか

どうかを確認する、都道府県や政令指定都市（所轄庁）の認証が必要です。 

 ＮＰＯ法人と特定非営利活動法人の違いですが、ＮＰＯ法人の正式名称が、「特定非営利活動法人」であり、

全く同じ意味です。最近のメディア等では、ＮＰＯ法人と呼ばれることが多いようです。今回は、「ＮＰＯ法

人」に統一して表記することとします。 

Ｑ７ ＮＰＯとＮＰＯ法人は違うのですか？ 

「ＮＰＯ」とは、非営利組織全般をさすのに対し、「ＮＰＯ法人」とは、特定非営利活動促進法（ＮＰＯ

法）に基づいて設立された法人のことをさします。 

 従って、ＮＰＯと名乗る団体であっても、非営利活動を行っているが法人格をもたない（ＮＰＯ法人ではな

い）団体もあるということです。 

Ｑ８ 所轄庁とは何ですか？ 

「所轄庁」とは、ＮＰＯ法人の認証等事務を取り扱い、ＮＰＯ法に基づく監督権をもつ行政機関を指します。

ＮＰＯ法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県知事、又は政令指定都市にのみ事務所を置く場

合にあっては政令指定都市の長となります。 

 これにより、川崎市内のみに事務所を置く法人については川崎市が所轄庁となり、川崎市に主たる事務所を

置き、市外に従たる事務所を置く場合には神奈川県が所轄庁となります。 

◇川崎市内に主たる事務所がある特定非営利活動法人の所轄庁 

主たる事務所の所在地 従たる事務所の所在地 所轄庁 

川崎市 

川崎市内のみ 
川崎市 

従たる事務所なし 

川崎市外 神奈川県 

Ｑ９ 所轄庁の認証とはどういうものですか？ 

 ＮＰＯ法人を設立するには、所轄庁の認証が必要ですが、この「認証」とは、ある行為又は文書が正当な手

続方式でなされたことを公の機関が証明することをさします。ＮＰＯ法人の認証は、書面審査によって根拠法

令であるＮＰＯ法の要件に該当しているかの確認を行うものであり、所轄庁がそのＮＰＯ法人の活動について、

いわゆる「お墨付き」を与えたものではありません。個々のＮＰＯ法人の信用性は、法人の活動実績、法人か

らの公開情報等で市民ひとりひとりに判断していただく必要があります。 

Ｑ１０ ＮＰＯ法人の資料はどこで見ることができるのですか？ 

ＮＰＯ法人は、自らの情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て市民によって育てられるべ

きであるとの観点から、情報公開が義務づけられています。書類（事業報告書等、定款）は、ＮＰＯ法人の各

所轄庁（都道府県又は政令指定都市）において一般に公開されています。各ＮＰＯ法人の所轄庁については内

閣府の運営によるＮＰＯ法人情報ポータルサイトでご確認ください。 



◇全国の特定非営利活動法人(ＮＰＯ法人)情報 

内閣府 ＮＰＯ法人ポータルサイト 

ホームページアドレス：https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/ 

◇川崎市内のみに事務所を置く特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）情報 

ホームページアドレス：http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/32-7-6-7-0-0-0-0-0-0.html

法人情報縦覧・閲覧場所：川崎区東田町５－４ かわさき情報プラザ（川崎市役所第３庁舎２階） 

ステップ２ ＮＰＯ法人を設立する

Ｑ１１ なぜＮＰＯ法人化する必要があるのでしょうか？ 

法人化する最大のメリットとは、団体に「法人格」が付与されること、つまり団体が契約の主体となること

ができるということです。 

従って、それまで、代表者個人の名義で賃貸借契約を行ったり、不動産の登記をしていたものが、法人とし

て、契約や登記をすることが可能となります。 

その反面、法人格を得ることによる義務も発生します。まず、当然のことながら定款で定められた目的の範

囲でなければ事業を行うことができません。また、活動や運営形態についても、民法などの一般法の規定に従

うことが求められます。その他にも、税の負担や、情報公開、などがあげられます。 

また、解散の際に残余財産がある場合は提供者には戻されず、ＮＰＯ法人や他の公益を目的とする法人、又

は国や地方公共団体に帰属させなければなりません。 

ＮＰＯ法人の設立にあたっては、なぜ法人化するのか、設立時のメンバーでよく考える必要があります。 

Ｑ１２ ＮＰＯ法人になるには活動実績は必要ですか？

 ＮＰＯ法人設立の申請には、活動実績は必要ではありません。申請書類に、２年度分の事業計画書及び活動

予算書が必要であり、この計画・予算について書面審査が行われます。 

Ｑ１３ どんな団体でもＮＰＯ法人になれるのですか？

 ＮＰＯ法人は、どんな団体でもなれるわけではありません。 

 ＮＰＯ法人とは、Ｑ２のような営利を目的としない団体であり、なおかつ、特定非営利活動を行うことを目

的としている団体であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する団体である必要があります。また、

役員や社員についての人数の規定があります。 

Ｑ１４ 「不特定かつ多数」とはどういう意味ですか？ 

「不特定かつ多数」とは、利益を受ける人(受益者)が特定されていないことを意味します。対する言葉は、

「私益」(特定の個人や団体の利益) や「共益」(構成員相互の利益) です。 

例えば、住民相互の利益を目的として構成される自治会は、主たる目的が共益活動となるため、ＮＰＯ法人

になることはできません。同窓会・同好会などは受益者が限定されているので、たとえ対象人数が多いとして

もＮＰＯ法人となることはできません。また、「○○さんを救う会」などは、特定の個人を受益者とする活動

であり、これもＮＰＯ法人の要件に該当しません。 

反対に、対象人数が少なくても、「○○病患者を救う会」のように、受益者が特定されていなければ、ＮＰ

Ｏ法人となることは可能です。 



Ｑ１５ 特定非営利活動とはなんですか？

特定非営利活動とは、ＮＰＯ法で規定された２０種類の活動をさし、下記に掲げられているとおりです。非

常に広い範囲の活動を網羅しています。 

① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

 ② 社会教育の推進を図る活動

 ③ まちづくりの推進を図る活動

 ④ 観光の振興を図る活動

 ⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

 ⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

 ⑦ 環境の保全を図る活動

 ⑧ 災害救援活動

 ⑨ 地域安全活動

 ⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

 ⑪ 国際協力の活動

 ⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

 ⑬ 子どもの健全育成を図る活動

 ⑭ 情報化社会の発展を図る活動

 ⑮ 科学技術の振興を図る活動

 ⑯ 経済活動の活性化を図る活動

 ⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

 ⑱ 消費者の保護を図る活動

⑲ 上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

⑳ 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

※上記⑳について：川崎市では、上記⑳について、条例で定めることによる活動分野の追加は行っていません。これは、
追加する活動分野が上記①～⑲に準ずる内容でなければならず、活動分野が広げられるわけではないこと、また、上
記①～⑲に掲げる活動分野で対応可能であること、さらに、上記⑳を定款に定めた法人が川崎市から他自治体に事務
所を移し所轄庁が変わる場合、活動分野の定款変更が必要となるなど事務が煩雑となること、これらの理由から川崎
市では特に定めないこととしました。 

Ｑ１６ ＮＰＯ法人は１人でも設立できますか？ 

ＮＰＯ法人を１人で設立することはできません。 

ＮＰＯ法人設立の要件の中には、社員と役員について人数の規定があります。社員とは、総会の議決権を有

するものをいい、１０人以上必要となります。団体も、社員になることは可能です。 

また、役員とは、理事・監事をさし、理事３人以上・監事１人以上が必要です。 

Ｑ１７ 社員とはなんですか？

社員とは、法律上の用語で総会の議決権をもつ社
．
団（人の集まり）の構成員

．
のことをさします。日常会話で

使う‘会社の従業員’と’いう意味ではありません。 

Ｑ１８ 社員に制限はありますか？ 

ＮＰＯ法人の要件として、社員の入会あるいは退会に関して不当な条件を定めてはならない、という規定が

あります。どのような条件が不当かどうかは、その法人の目的に照らして、合理的な条件かどうかで判断する

ことになります。しかし、一定の資格や理事の推薦がないと入会させないような規定は不当な制限にあたるこ

とになります。 



Ｑ１９ 役員に制限はありますか？ 

役員については、ＮＰＯ法において以下のとおり「役員の欠格事由」が定められています。 

①破産者で復権を得ない人 

②禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わった日又は受けなくなった日から２年を経過しない人 

③ＮＰＯ法・暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(第32条の2第7項を除く)の違反、又は刑法(第 

204,206,208,208の2,222,247条)の罪による罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は受けること

がなくなった日から２年を経過しない人 

④暴力団及びその構成団体の構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない人 

⑤設立の認証を取消されたＮＰＯ法人の解散当時の役員で取消された日から２年を経過しない人 

⑥心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 

Ｑ２０ 役員は全員親族でもよいですか？ 

役員を全員親族とすることはできません。 

ＮＰＯ法では、役員について親族規定があり、理事・監事について、次のような制限があります。まず、役

員の合計が５人以下の場合、役員に一人も三親等以内の親族が入ることはできません。また、役員の合計が、

６人以上の場合、ある役員から見て、１人だけは三親等以内の親族が入ることができます。 

（注） は血族を示す。

は姻族を示す。

③ 曽孫 配 ③

② 孫

③ 兄弟姉妹の子 配 ③

≪３親等以内の親族図≫

配 ②

①

兄弟姉妹 ②

子 配 ① 兄弟姉妹の子 ③

父母 ① 伯叔父母 ③

② 兄弟姉妹 配 ② 役員 配偶者

③ 伯叔父母 配 ③ ① 父母

③ 曽祖父母 曽祖父母 ③

祖父母 ②② 祖父母

Ｑ２１ ＮＰＯ法人は特定非営利活動しか行うことはできないのですか？ 

ＮＰＯ法人は、「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」の２つの事業を行うことができます。

「その他の事業」とは、「特定非営利活動に係る事業」以外の事業で、資金集めを目的に行う事業や、構成員

のみを対象とした共益的な事業などをさします。たとえば、自動販売機設置や広告の掲載など、また、会員の

親睦会などは「その他の事業」となります。 

 なお、「その他の事業」はどのような場合でも行うことができるのではなく、①「特定非営利活動に係る事

業」に支障がないこと、②利益が生じたときには、「特定非営利活動に係る事業」のために使用することが必

要です。「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」の区別ですが、利益をあげる、あげないにかかわ

らず、法人の目的を遂行するために行う事業は「特定非営利活動に係る事業」、それ以外の事業は「その他の

事業」となります。 



Ｑ２２ ＮＰＯ法人に税金はかかりますか？ 

 ＮＰＯ法人は、課税対象の法人です。ただし、税法上の収益事業（Ｑ２１の「その他の事業」ではありませ

ん）を行わないときは法人税等は課税されず、また、法人の行う事業によっては、税金が減免される場合もあ

ります。税金についての詳細は、主たる事務所の所在地を管轄している税務署、県税事務所、市町村の税務担

当窓口にご確認ください。 

Ｑ２３ ＮＰＯ法人を設立するには、どれくらい時間がかかりますか？ 

 都道府県や政令指定都市に設立認証申請書を提出してから、認証・不認証の決定まで最長で２か月と２週間

かかります。認証後、登記をもって法人が設立されます。手続きの流れは次のとおりです。 

法人設立認証の申請・申請受理 ⇒縦覧（受理日から２週間）⇒審査（縦覧終了後２か月以内）⇒認

証・不認証の決定⇒【認証の場合】認証日から２週間以内に法務局で法人設立登記  

 川崎市では、申請書類の作成に関するご相談を受ける事前相談を実施しています。事前相談については、予

約制となりますので１週間前までにご予約ください。 

Ｑ２４ 一般社団法人とはなんですか？ 【参考】

 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が定めた要件によって設立された団体のことをいい、設立

の登記をすることによって成立する法人です。 

同法はより簡便に営利を目的としない団体の法人格を取得できる制度として制定され、平成２０年１２月か

ら施行されました。 

設立の手続きとしては、定款を作成し、公証人の認証を受け、設立時理事の選任を行い、その設立時理事が設

立手続きの調査を行った後、法人を代表すべき者が法定の期限内、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は

地方法務局において登記を行うことが必要です。 

 また、一般社団法人の設立にあたっては、最低１人の理事と２人以上の社員が必要となります。ＮＰＯ法人と

は異なり、所轄庁がなく、行政庁が一般社団法人の業務・運営について一律に監督することはありません。 

 詳しくは法務省のホームページ「一般社団法人及び一般財団法人制度のＱ＆Ａ」をご覧ください。 

◇法務省 「一般社団法人及び一般財団法人制度のＱ＆Ａ」 

ホームページアドレス：http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html 

【参考文献：「知って！活用！新非営利法人制度」法務省民事参事官室 平成20年12月1日発行】 

【参考文献】 

「特定非営利活動法人関係事務の案内」 

川崎市 市民文化局 市民活動推進課 発行 
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